
（　　－　　）（　　）人来庁

　　　私

　　　私

　　　私

　　　私

住民異動届
＊窓口に来た人の本人確認できるものをご提示ください。

＊代理人（本人又は同一世帯以外）が届出するときは、委任状が必要です。

＊特例転入をされる場合、住基カードまたはマイナンバーカードの提示が必要です。

受　　付 時　　刻 入　力 確　認

春日部市長　あて

誤記修正 異動取消

：

届出日

(来庁日)
令和 ●● 年●●月 ● 日

窓口に

来た人

１.本　　人

２.同一世帯 電　話
自 宅　・　携 帯（連絡の取れる電話番号） 新

●●● － ●●● － ●●●●
３.そ の 他＊

異動日 令和 ●● 年●●月 ● 日
代理人

住所

＊窓口に来た人が、3.その他のとき記入してください 旧

新住所

都 ・ 道

府 ・ 県 異動後の住所 新世帯主 異動後の世帯主
□埼玉県春日部市

1 全　　部 01 転 入 特 例

2 一　　部 02 転 出 特 例

旧住所

都 ・ 道

府 ・ 県 異動前の住所 旧世帯主 異動前の世帯主
□埼玉県春日部市

3 全 → 全 03 転 居

4 全 → 一 04 世 帯 主 変 更

本　籍

(外国人

は国籍)

都 ・ 道

府 ・ 県

（市内転居・転出時は不要）
筆頭者

（市内転居・転出時は不要）

□埼玉県春日部市

5 一 → 全 05 世 帯 分 離

本籍 筆頭者 6 一 → 一 06 世 帯 合 併

フ リ ガ ナ 性

別

世帯主から

見た続柄

生年月日(外国人は西暦)
学　校

住基カード又は

マイナンバーカード

電

子

在

カ
印　鑑 保　険

□ 異動日 07 世 帯 変 更

氏 名 住民票コード(11桁) □ 新・既　□ 続柄
08 回 復

●●年　●●月　●●日

小 ・ 中 有 ・ 未 ・ 暗

返納 ・ 廃止

更新･後日･照会

1

男

・

女

大･昭・平

令･西暦

有

･

無

有

･

無

登録無 国  保 □ 住居表示確認 □ 土地照会

09 転 出 取 消

氏 　　　　　名
回　収 後 期 □ 方書(一覧・画面・申出)

年生 未回収 その他 □ 本籍・附票・CS確認 10

有

･

無

有

･

無

登録無 国  保

職 権 記 載

異

動

す

る

人

2

男

・

女

大･昭・平

令･西暦 ●●年　●●月　●●日

小 ・ 中 有 ・ 未 ・ 暗

返納 ・ 廃止

更新･後日･照会

□ ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ14日以内
11 職 権 消 除

※氏は2人目以降 回　収 後 期 □ 異動票作成

名 12 住 所 設 定省略可 年生 未回収 その他 □ 加入希望

3

男

・

女

大･昭・平

令･西暦 ●●年　●●月　●●日

小 ・ 中 有 ・ 未 ・ 暗

返納 ・ 廃止

更新･後日･照会

有

･

無

有

･

無

登録無 国  保 □ 社保　　　　□ 生保 13

世

帯

修

正

申 出

　　　　　　　名
回　収 後 期 □ マイナ新　□ 住コードﾞ新

有

･

無　　　　　 　 名

職 権 修 正年生 未回収 その他 □ 旧氏（ ）

職 権 修 正

国  保 □ 学校手続不要 婚 姻

後 期

4

男

・

女

大･昭・平

令･西暦

登録無 国  保 □ 声かけ（ ）

●●年　●●月　●●日

小 ・ 中 有 ・ 未 ・ 暗

返納 ・ 廃止

更新･後日･照会

有

･

無 転 籍年生 未回収 その他 　　　学校・教育委員会

回　収 後 期 □ 学校手続要

14

個

人

修

正

5

男

・

女

大･昭・平

令･西暦

　 　　　　　 名
●●年　●●月　●●日

小 ・ 中 有 ・ 未 ・ 暗

返納 ・ 廃止

更新･後日･照会

有

･

無

有

･

無

登録無

回　収 　　　手続済・学区内・私
離 婚 ・ 77-2

異 動 す る 人 の No. ：
縁 組 離 縁□ 印鑑登録

年生 未回収 その他

□ 住基・マイナンバーカード

入 籍
□ 同一住所別世帯有 □ 住民票 □ 運転免許証・経歴証

□ 手続き案内

在 留 期 間 ：
15

外国人その他新規

法30条の47

□ パスポート法 30 条 の 45 区 分 ： 　中 ・ 特 ・ 他
□ 印鑑登録証明

□ 健康保険証・資格確認書
満 了 日 ：

□ 各種年金証書

戸 籍 照 合在 留 資 格 ：
□ 戸籍等 □ 在留カード

在留期間等の番号 ：

記載内容の訂正を確認しました。署名
□

□ 通 称 （ 有 ・ 無 ） ：

□
個カ申請書

(ｱｼｽﾄ・ﾚｼﾞ・郵送)

17□

16
国外転入

法30条の46

記入不要

記入不要

記入不要

記入不要

記入不要


